
事　業　者　各　位

（公社）建設荷役車両安全技術協会

　　　Tel.043-245-9926

　　　Fax.043-245-9927

　労働安全衛生法では、フォークリフト、車両系建設機械、不整地運搬車、高所作業車を保有する事業者

に対し、所定の資格を有する検査者又は登録検査業者によって、1年を超えない期間ごとに１回（不整地

運搬車は２年に１回）、定期的に特定自主検査（年次検査）を行うことが義務付けられております。

　その検査者（員）資格を有するには同法が定める研修及び検査実習を終了しなければなりません。

　検査者資格には、「事業内検査者資格」と「検査業者検査員資格」があり、それぞれに研修内容が定め

られています。

　当支部では本年度もフォークリフト、車両系建設機械（整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用機械）

高所作業車の検査者（員）資格取得研修を、下記の日程にて開催いたしますので、これを機会に受講し

検査者（員）資格を取得されますよう御案内申し上げます。

記

１．研修日程

注１：コース別の研修時間…　B＝21時間、C＝18時間、E＝14時間、F＝9.5時間

注２：研修日数はいずれも3日間、第１・2日目：学科、３日目：実技となります。

注３：研修の受付・開始時間…　受付は０８：１０、開始時間０８：３０　（3日間とも）

※開始時間に遅れた場合は失格となりますのでご注意ください。

注４：2日目の学科終了後、学科試験があります。

※学科試験の時間は研修時間に含まれておりません。

高所作業車
事業内 ①令和６年７月１７日（水）～１９日（金） E,F

検査業 ①令和６年８月２６日（月）～２８日（水） B,C

整地・運搬・積込み用、
掘削用及び解体用機械

事業内

検査業

E,F

B,C

①令和６年７月２２日（月）～２４日（水）

①令和６年１０月２１日（月）～２３日（水）

事業内

フォークリフト

E,F

E,F②令和６年９月１２日（木）～１４日（土）

①令和６年５月１６日（木）～１８日（土）

①令和６年６月２０日（木）～２２日（土）

②令和６年１２月５日（木）～７日（土）

B,C

B,C
検査業
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千　葉　県　支　部

令和６年度 特定自主検査  検査者（員）資格取得研修のご案内

日　　　程 コース研　修　機　種 区　分



2．研修場所

３．受講資格と研修受講料

　受講者の経歴及びお持ちの資格等により研修時間が決定します。また令和６年４月より研修・教育の

受講料が改定されましたので下記「しおり」をダウンロードし、内容を良くご確認の上お申込みください。

不明な点がありましたら、千葉県支部（Tel.043-245-9926）迄ご連絡ください。

（事業内の場合）　→　「事業内検査者用　特定自主検査　事業内検査者資格取得のしおり」　

（検査業の場合）　→　「検査業者検査員用　特定自主検査　検査業検査員資格取得のしおり」　

４．申込方法

　 　別紙「検査員資格取得研修　受講（予約）申込書」に必要事項をご記入いただき、受講資格を

証明する書類の「写し」を添えて、当支部宛に送付（FAX）ください。

　受領した予約申込書の内容を確認致しまして、研修申込関係書類（正式申込書等）を研修開講

日の１ケ月前を目途に郵送致しまので、速やかにご記入いただき返送方お願い致します。

　その後、「正式申込書」の内容を確認させていただき、問題等なければ受講票、受講料請求書

会場案内図等をお送り致します。

５．受付期間

　年間を通して予約受付を行っておりますが、応募者が定員に達したとき、また研修開講日の2週間

前で原則締め切らせていただいております。（期限を過ぎた場合は一度ご相談ください）

６．募集人員

　各研修とも定員は２０名としております。また申込者が少ない場合等、やむを得ず開催を中止と

する場合もありますので、予めご承知おきください。

以　上

第1日目
第2日目
第3日目

第1日目

第2日目

第3日目

住友建機販売㈱　千葉教習センター
（住所）千葉市稲毛区長沼原町７３１－１

学科
＆

実技

千葉県経営者会館

（住所）千葉市中央区千葉港４－３

トヨタL＆F千葉㈱　千葉営業所

（住所）千葉市美浜区新港７０－２

学科

実技

整地・運搬・積込み用、
掘削用及び解体用機械

高所作業車

事業内
＆

検査業

事業内
＆

検査業
フォークリフト
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